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告
　
示

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
（
五
三
五
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
五
三
六
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
五
三
七
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
五
三
八
・
砂
防
課
）

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
五
三
九
、
五
四
〇
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
五
四
一
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
五
四
二
、
五
四
三
・
道
路
環
境
課
）

◯
河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
五
四
四
・
河
川
課
）

◯
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
（
五
四
五
・
都
市
計
画
課
）

公
　
告

◯
共
同
施
行
等
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
（
平
鹿
総
合
農
林
事
務
所
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
定
（
五
九
）

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
六
〇
）

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
六
一
）

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
六
二
）

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
六
三
）

そ
の
他

◯
秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
要
旨
の
公
告

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ス
ロ
ー
ド
　
代
表
取
締
役
　
宍
　
戸
　
　
　
孝

山
形
県
酒
田
市
あ
き
ほ
町
六
百
六
十
二
番
地
の
五

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
パ
ス
本
荘
店

本
荘
市
出
戸
町
中
梵
天
百
三
十
二
番
地

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ス
ロ
ー
ド

山
形
県
酒
田
市
あ
き
ほ
町
六
百
六
十
二
番
地
の
五

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
日

店
舗
面
積
の
合
計

千
百
七
十
八
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
十
九
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

十
五
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

九
十
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻
　
午
前
九
時
三
十
分
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

１

告
　
　
　
　
　
　
示

（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（ ）十一（ ）十二
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一
か
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
課

期
間

平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

広
面
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

秋
田
市
広
面
字
近
藤
堰
越
五
十
番
一
外

二
　
秋
田
市
長
の
意
見

来
客
自
動
車
の
光
害
対
策
に
つ
い
て
、
周
辺
住
民
の
意
見
を
尊
重
し
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ジ
ョ
イ
ナ
ス
仙
南
店

仙
北
郡
仙
南
村
大
字
南
町
字
南
高
野
六
番
外

二
　
仙
南
村
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

仙
南
村
役
場
　
企
画
課

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
年
九
月
九
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

地
　
　
　
　
　
　
　
　
番

一
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

区
域
名

本
内

郡
市
　
町
村
　
大
字
　
字

南
秋
田
郡
若
美
町
本
内
字
平
台

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（ ）十三（一）（三）（二） （一）（二）（一）

（二）（一）（二）



平成14年 8月 9日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1392号

３

る
。
）
、
一
六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
一
八
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
九
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五

四
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
五
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
五
六
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九
〇
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

九
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
番
一
、
三
番
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六
番
、
七
番
、

八
番
、
九
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
一
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
三
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
四

番
、
一
八
番
一
、
一
九
番
一
、
二
〇
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
五
三
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

五
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
五
六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
五
六
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
七
番
一

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

五
九
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
五
九
番
二
、
水
路
敷
及
び
道
路

敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

南
秋
田
郡
若
美
町
本
内
字
林
ノ

台

一
番
、
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
三
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
番
、
六
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

七
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
一
〇
番
の
一
部
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
一
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二

番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
一
三
番
、
一
四
番
、
一
五
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一

七
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
六
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
七
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
八
番
、
三
〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
三
一
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
二
番
、
三

三
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
四
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
五
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
九
番
一

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

四
〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
〇
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
〇
番
二
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
〇

番
五
、
四
一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
四
一
番
一
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
水
路
敷
及
び

道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

南
秋
田
郡
若
美
町
本
内
字
虚
空

蔵
下
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「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
砂
防
課
及
び
関
係
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

４

る
。
）
、
三
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
三
番
三
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
番
五
、
三

番
七
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
五
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
五
番
三
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

八
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
一
二
番
一
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
三
番
一
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
八
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
九
番
一
、
二
九
番
二
、
三
〇
番
、

三
一
番
、
三
二
番
、
三
二
番
一
、
三
三
番
、

三
四
番
、
三
五
番
、
三
六
番
、
三
七
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
水

路
敷
及
び
道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

字
山
下

四
四
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
水
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

二
〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
一
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
二
八
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
九
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三

〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
〇
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
一
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
二
番
、

三
三
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
四
番
、
三
五
番
、
三
六
番
の
一

部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四

六
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
七
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
四
八
番
の
一
部
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
九
番
二
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

六
八
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
六
九
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
道
路
敷
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

二
四
番
一
、
二
四
番
二
、
二
五
番
の
一
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
五

番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
七
番
三
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
水
路
敷
及
び
道
路
敷

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

山
下

南
秋
田
郡
若
美
町
福
米
沢
字
道

西南
秋
田
郡
飯
田
川
町
和
田
妹
川

字
御
伊
勢
山

南
秋
田
郡
飯
田
川
町
和
田
妹
川

字
出
張

南
秋
田
郡
飯
田
川
町
和
田
妹
川

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

川
連
増
田
平
鹿
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
増
田
町
三
又
字
羽
場
下
九
六
番
一
地
先
か

ら
増
田
字
下
川
原
五
四
番
三
地
先
ま
で
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日

三
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

川
連
増
田
平
鹿
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
増
田
町
三
又
字
羽
場
下
九
六
番
一
地
先
か

ら
増
田
字
下
川
原
五
四
番
三
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

十
文
字
羽
後
鳥
海

線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
太
郎
四
郎
七
五
六
番
三

地
先
か
ら
字
上
砂
出
一
四
番
三
ま
で

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
八
郎
潟
線

秋
田
八
郎
潟
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〇
〜
二
四
・
五
〇

一
五
・
〇
〇
〜
二
五
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
四
四
〇

〇
・
四
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
水
沢
五
一
番
七
か
ら
字
水
沢
悪
土
八
一
番
三
ま

で

〃

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
三
号

旧
新
別

旧

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
三
一
〇

二
・
三
一
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

Ａ

（一）（二）（一）（二）

（一）（二）
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
矢
島
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
三
号

百
三
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

一
三
・
五
〇
〜
三
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
三
一
〇

二
・
三
一
〇

二
・
三
〇
一

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

〃

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
四
号

百
四
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
五
〇

一
三
・
五
〇
〜
三
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
三
一
〇

二
・
三
一
〇

二
・
三
〇
一

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
高
崩
二
番
九
か
ら
字
箒
畑
二
一
番
一
地
先
ま
で

〃

ＡＢ

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
千
刈
田
二
百
四
十
五

番
、
二
百
四
十
六
番
、
二
百
四
十
七
番
、
二
百
四

十
八
番
お
よ
び
二
百
四
十
九
番

面
　
　
　
　
　
積

一
〇
九
三
・
九
三
平
方
メ

ー
ト
ル

種

類

土

地

（一）（二）（一）（二）
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関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
課
及
び
仙
北
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

四
　
そ
の
他

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら

三
月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

公
園

二
　
都
市
計
画
の
案
の
名
称

横
手
都
市
計
画
公
園
（
五
・
六
・
一
号
横
手
公
園
）
の
変
更

三
　
都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

変
更
す
る
部
分
　
横
手
市
睦
成
字
城
付

四
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
平
鹿
建
設
事
務
所
用
地
課

横
手
市
中
央
町
八
番
二
号
　
横
手
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五
　
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間
　
平
成
十
四
年
八
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
鹿
郡
平
鹿
町
醍
醐
字
当
面
町
二
番
地
神
坂
勝
治
ほ
か
二
十

六
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
金
屋
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成

十
四
年
三
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
選
管
告
示
第
五
十
九
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
施
行
規
定
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

公
　
　
　
　
　
　
告

７

位
　
　
　
　
　
　
　
　
置

仙
北
郡
仙
北
町
板
見
内
字
千
刈
田
二
百
四
十
五

番
、
二
百
四
十
六
番
、
二
百
四
十
七
番
、
二
百
四

十
八
番
お
よ
び
二
百
四
十
九
番

面
　
　
　
　
　
積

一
〇
九
三
・
九
三
平
方
メ

ー
ト
ル

種

類

土

地

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

由
利
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

白
百
合
苑

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
前
郷
七
十
九
番
地
十
七

由
利
町
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

白
百
合
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ひ
ま
わ

り

由
利
郡
由
利
町
前
郷
字
前
郷
七
十
九
番
地
十
七

由
利
郡
西
目
町
海
士
剥
字
御
月
森
一
番
地

（一）（三）（二）
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秋
選
管
告
示
第
六
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四

年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

８

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

き
し
茂
紀
後
援
会

西
村
武
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

佐
　
藤
　
俊
　
秀

目
　
黒
　
幹
　
子

代

表

者

氏

名

小
　
野
　
芳
　
男

原
　
田
　
　
　
稔

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

秋
田
市
外
旭
川
字
神
田
八
百
三
十
三
番
地
二

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
松
渕
五
百
二
十
一
番
地
二

届

出

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日

政
治
団
体
の
名
称

日
本
共
産
党
北
鹿
地
区
委

員
会

大
館
市
中
道
一
丁
目
七
番
二
号

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
二
番
三
号

異

動

事

項

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

秋
田
県
農
協
政
治
連
盟

新
し
い
秋
田
を
つ
く
る
会

千
葉
文
吉
後
援
会

明
日
の
阿
仁
を
拓
く
町
民

の
会

松
田
知
己
後
援
会

佐
藤
げ
ん
一
後
援
会

小
　
松
　
正
　
一

大
　
友
　
康
　
二

倉
　
内
　
芳
　
造

明
日
の
阿
仁
を
拓
く
町
民
の
会

照
　
井
　
　
　
巖

由
利
郡
鳥
海
町
栗
沢
字
牛
ヶ
首
三
十
五
番
地

菅
　
原
　
　
　
稔

石
　
黒
　
佐
喜
男

中
　
島
　
秀
　
雄

こ
ば
や
し
精
一
後
援
会

根
　
田
　
　
　
勇

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
高
平
九
十
二
番
地

代

表

者

〃〃

政
治
団
体
の
名
称

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

平
成
十
四
年
七
月
一
日

〃〃

平
成
十
四
年
七
月
八
日

平
成
十
四
年
七
月
十
日

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
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秋
選
管
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
六
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
九
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

９

松
田
知
己
後
援
会

佐
藤
げ
ん
一
後
援
会

照
　
井
　
　
　
巖

由
利
郡
鳥
海
町
栗
沢
字
牛
ヶ
首
三
十
五
番
地

根
　
田
　
　
　
勇

由
利
郡
鳥
海
町
伏
見
字
高
平
九
十
二
番
地

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

平
成
十
四
年
七
月
十
日

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

届

出

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日

政
治
団
体
の
名
称

石
川
錬
治
郎
築
山
地
区
後

援
会

解

散

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
二
十
八
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
．
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
1
3
年
度
決
算
の
要
旨
を
公

告
す
る
。

平
成
1
4
年
８
月
９
日

秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長
　
川
　
口
　
　
　
博

政
治
団
体
の
名
称

石
川
錬
治
郎
築
山
地
区
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
4
年
７
月
2
9
日

そ
　
　

の
　
　

他

損
益
計
算
書
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

経
　
　
理
　
　
区
　
　
分

負
担

金

掛
金

短
　
　
期

4
,1
5
9
,6
0
9

4
,3
1
7
,6
1
3

長
　
　
期

1
5
,8
5
6
,0
0
5

7
,7
1
2
,5
9
5

業
　
　
務

1
7
5
,4
6
7

保
　
　
健

1
8
2
,7
8
8

1
8
2
,7
0
8

宿
　
　
泊

貯
　
　
金

貸
　
　
付

物
　
　
資

基
礎
年
金
支
払

（
１
）
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１０

負
担

金

掛
金

施
設
収
入
・
商
品
売
上

基
礎
年
金
国
庫
金

基
礎
年
金
交
付
金

利
息
及
び
配
当
金

そ
の

他
の

収
入

他
経
理
か
ら
繰
入

前
年
度
支
払
準
備
金

前
年
度
繰
越
長
期
給
付
積
立
金

計

給
付

役
職

員
給

与

旅
費

・
事

務
費

商
品

仕
入

飲
食

材
料

費

委
託

費

支
払

利
息

連
合

会
払

込
金

4
,1
5
9
,6
0
9

4
,3
1
7
,6
1
3

1
,0
9
9

2
1
0
,4
9
9

7
7
6
,3
1
6

9
,4
6
5
,1
3
6

4
,9
5
4
,9
8
0

1
4
3
,1
3
3

1
5
,8
5
6
,0
0
5

7
,7
1
2
,5
9
5

2
,3
7
4
,2
0
0

2
,1
3
5
,8
9
9

1
0
,9
7
0

7
3
3

9
9
,3
8
9
,6
8
9

1
2
7
,4
8
0
,0
9
1

1
9
,6
0
5
,5
2
9

9
7
5
,3
8
9

1
7
5
,4
6
7

8
0

5
8
,3
8
2

2
3
3
,9
2
9

1
1
1
,0
7
8

2
0
,0
9
2

1
0
,6
5
3

1
8
2
,7
8
8

1
8
2
,7
0
8

3
6
3

1
0
,6
5
7

3
7
6
,5
1
6

4
9
,7
7
4

5
,1
6
4

1
9
4

3
3
,1
9
0

1
2

1
,0
3
9

3
4
,2
4
1

1
3
,9
2
4

4
5
2

7
,3
7
4

1
,0
7
4

2
1
4
,0
2
9

2
1
4
,0
2
9

2
,7
1
5

2
5

1
7
8
,0
9
0

1
0

5
0
5
,6
9
0

5
0
5
,7
0
0

1
7
,0
0
2

6
9
6

4
1
5
,1
1
3

1
8
,0
7
7

0

6
,0
2
1

6
,0
2
1

2
,8
7
1

1
8
9

4
6
2

1
,0
0
6
,4
2
1

1
,0
0
6
,4
2
1

収　　　　　　　　　　　　入支
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１１

流
動

資
産

固
定

資
産

繰
延

資
産

流
動

負
債

固
定

負
債

負
　
債
　
合
　
計

資
本

剰
余

金

1
,9
0
5
,3
3
4

1
,9
0
5
,3
3
4

3
8
7
,0
2
6

8
2
4
,2
6
2

1
,2
1
1
,2
8
8

1
4
,9
1
5
,0
9
3

8
6
,8
1
2
,8
3
6

1
0
1
,7
2
7
,9
2
9

3
4
7

2
0
4
,9
3
8

5
,2
0
7

2
1
0
,1
4
5

1
1
7

1
1
2
,9
4
3

1
1
3
,0
6
0

4
9
1

7
5
7
,8
3
1

6
1

7
5
7
,8
9
2

7
8
3

8
2
,3
1
2

8
3
,0
9
5

2
,3
2
5

4
1
,5
3
9

1
9
,2
9
0

6
0
,8
2
9

1
,6
0
3

1
6
,0
6
2

1
7
,6
6
5

4
0
,3
3
6

1
5
,6
7
3
,9
7
1

1
8

1
5
,6
7
3
,9
8
9

1
,5
3
2
,5
1
2

8
5

1
,5
3
2
,5
9
7

9
8
,5
4
8

2
2
,1
2
9
,2
0
0

2
2
,2
2
7
,7
4
8

6
1

2
1
,4
7
1
,8
7
8

2
1
,4
7
1
,9
3
9

6
5
,2
6
8

6
5
,2
6
8

8
,8
0
8

1
6
,1
8
5

2
4
,9
9
3

資　　　産負　　　債

資
　
　
　
産
　
　
　
合
　
　
　
計

貸
借
対
照
表
の
要
旨

老
人
保
健
拠
出
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

基
礎
年
金
拠
出
金
負
担
金

基
礎

年
金

他
経

理
へ

繰
入

そ
の

他
の

支
出

次
年
度
支
払
準
備
金

次
年
度
繰
越
長
期
給
付
積
立
金

計

2
,4
0
5
,3
0
0

8
2
4
,6
9
1

2
9
,1
9
1

8
3
0
,5
6
4

8
2
4
,2
6
2

1
0
,0
1
2
,1
2
1

△
5
4
6
,9
8
5

5
,1
4
2
,0
5
3

2
9
,1
9
1

3
4
7

1
0
1
,7
2
7
,5
8
2

1
2
7
,4
8
0
,0
9
10

5
8
,6
1
9

2
0
0
,4
4
2

3
3
,4
8
7

2
6
0
,5
5
9

3
1
5
,6
9
1

6
0
,8
2
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